
限度額設定型貿易保険約款・新旧対照表 
新 旧 備考 

限度額設定型貿易保険約款 

平成 15 年４月１日  03-制度-00017

沿革 平 成 25年 ３ 月 18日  一 部 改 正

 

第１条～第７条（略） 

 
（てん補責任額） 

第８条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前２条の規定に基

づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額

に 100 分の 90 を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限

度とし、この証券記載の輸出契約等の相手方ごとのてん補責

任の限度額（以下「保険金支払限度額」という。）の範囲内

とする。 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保険金の支払については、原則として次の各号の順とする。

一 第３条第２号又は第３号に係る保険金の支払い（二以上

の保険金支払いに係る債権がある場合には、決済期限が到

来した順とし、決済期限が同日の場合は当該債権の額が大

きい順とする。） 

二 第３条第１号の保険金の支払い（二以上の保険金支払い

に係る債権がある場合には当該債権に係る輸出契約等の締

結の日の順とする。） 

３ 前２項の規定により計算される支払うべき保険金の額が、
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第１条～第７条（略） 

 
（てん補責任額） 

第８条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前２条の規定に基

づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額

を基礎として次項に基づき算出された額とする。ただし、こ

の証券記載の輸出契約等の相手方ごとのてん補責任の限度額

（以下「保険金支払限度額」という。）の範囲内とする。 

（以下、略） 

 

２ 前項に規定する算出された額とは次の各号に定めるとおり

とする。 

一 第３条第１号のてん補危険においては、前項に規定する

残額に 100 分の 90 を乗じて得た額とする。ただし、保険金

額を限度とする。 

二 第３条第２号及び第３号のてん補危険においては、前項

に規定する残額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じ

て得た額とする。ただし、保険金額を限度とする。 

 

３ 保険金の支払については、原則として次の各号の順とする。

一 第３条第２号又は第３号に係る保険金の支払い（二以上

の保険金支払いに係る債権がある場合には、決済期限が到

来した順とし、決済期限が同日の場合は当該債権の額が大

きい順とする。） 

二 第３条第１号の保険金の支払い（二以上の保険金支払い

に係る債権がある場合には当該債権に係る輸出契約等の締

結の日の順とする。） 

４ 前３項の規定により計算される支払うべき保険金の額が、

保険金支払限度額から既に支払った保険金の額及び支払うこ
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保険金支払限度額から既に支払った保険金の額及び支払うこ

ととした保険金の額の合計を控除した額（以下「支払可能額」

という。）を超えることとなった場合には、支払可能額を限度

として保険金を支払う。 

４ 保険関係成立期間中に保険金支払限度額の増額が行われた

場合は、保険金支払限度額を増額する前に保険関係が成立し

た輸出契約等（保険金支払限度額の増額が行われた日の属す

る月の１日より前に締結した輸出契約等）についての保険金

の支払は、保険金支払限度額の増額が行われる前の支払可能

額の範囲内とし、保険金支払限度額の増額が行われた後に保

険関係が成立した輸出契約等（保険金支払限度額の増額が行

われた日の属する月の１日以降に締結した輸出契約等）につ

いての保険金の支払は、増額が行われた後の支払可能額の範

囲内とする。ただし、支払い得る保険金の額は、増額後の保

険金支払限度額（既に支払った保険金及び支払うこととした

保険金がある場合には、当該保険金の合計額相当額を控除し

た額）を上限とする。 

５ この保険契約と被保険者及び証券記載の輸出契約等の相手

方を同じくするこの約款に基づく別の保険契約が存在する場

合には、日本貿易保険が支払う保険金の合計額は、この保険

契約及び当該他の保険契約のそれぞれに係る証券記載の保険

金支払限度額（保険関係成立期間中に増額が行われた場合に

は、増額後の金額をいう。）のうちいずれか大きい額の範囲

内とする。この場合の保険金支払の順序は、各保険契約を通

じて第２項に定めるところによる。 

 
第９条～第１５条（略） 

 

第１６条 被保険者は、損失の発生を知ったときは、当該損失

の発生の日から、原則として、４５日以内にその旨を日本貿

易保険に書面で通知（以下「損失発生通知」という。）しな

ければならない。 

２ 被保険者は、決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履

行されず、第４条第 14 号の事由による損失を受けるおそれの

ある場合には、原則として、決済期限から４５日以内にその

ととした保険金の額の合計を控除した額（以下「支払可能額」

という。）を超えることとなった場合には、支払可能額を限度

として保険金を支払う。 

５ 保険関係成立期間中に保険金支払限度額の増額が行われた

場合は、保険金支払限度額を増額する前に保険関係が成立し

た輸出契約等（保険金支払限度額の増額が行われた日の属す

る月の１日より前に締結した輸出契約等）についての保険金

の支払は、保険金支払限度額の増額が行われる前の支払可能

額の範囲内とし、保険金支払限度額の増額が行われた後に保

険関係が成立した輸出契約等（保険金支払限度額の増額が行

われた日の属する月の１日以降に締結した輸出契約等）につ

いての保険金の支払は、増額が行われた後の支払可能額の範

囲内とする。ただし、支払い得る保険金の額は、増額後の保

険金支払限度額（既に支払った保険金及び支払うこととした

保険金がある場合には、当該保険金の合計額相当額を控除し

た額）を上限とする。 

６ この保険契約と被保険者及び証券記載の輸出契約等の相手

方を同じくするこの約款に基づく別の保険契約が存在する場

合には、日本貿易保険が支払う保険金の合計額は、この保険

契約及び当該他の保険契約のそれぞれに係る証券記載の保険

金支払限度額（保険関係成立期間中に増額が行われた場合に

は、増額後の金額をいう。）のうちいずれか大きい額の範囲

内とする。この場合の保険金支払の順序は、各保険契約を通

じて第３項に定めるところによる。 

 
第９条～第１５条（略） 

 

第１６条 被保険者は、損失の発生を知ったときは、当該損失

の発生の日から、原則として、４５日以内にその旨を日本貿

易保険に書面で通知（以下「損失発生通知」という。）しな

ければならない。 

２ 被保険者は、決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履

行されず、第４条第 14 号の事由による損失を受けるおそれの

ある場合には、原則として、決済期限から４５日以内にその

旨を日本貿易保険に書面で通知（以下「危険発生通知」とい
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旨を日本貿易保険に書面で通知（以下「危険発生通知」とい

う。）しなければならない。 

３ 前項の場合において、決済期限から３月を経過した日まで

に、第 18 条に規定する入金通知がないときは、危険発生通知

を損失発生通知とみなし、代金等の一部についての入金が通

知されているときは、当該入金通知と危険発生通知をもって

損失発生通知とみなす。 

４ 被保険者が損失発生通知又は危険発生通知をする場合、分

割納付に係る保険料が未納であるときは、保険契約者は、日

本貿易保険が定める期日までに当該保険料を納付しなければ

ならない。 

５ 被保険者が、損失通知発生又は危険発生通知をすることを

怠った場合、当該損失発生通知又は危険発生通知に係る輸出

契約等の相手方と締結した輸出契約等について成立した保険

関係は、第１項又は第２項に定める期間の末日の翌日にさか

のぼって失効するものとする。ただし、失効日より前に締結

された輸出契約等について成立する保険関係に関しては、こ

の限りでない。 

 

第１７条～第２５条（略） 

 
（他の保険契約等との関係） 

第２６条 この約款に基づき保険関係が成立した輸出契約につ

いて、輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、

日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づ

く保険関係の第８条のてん補責任額は、第６条の損失額から当

該輸出手形保険契約の保険金の額を控除した残額に100分の90

を乗じて得た額を限度とする。 

 

第２７条～第３８条（略） 
   附 則 

 この改正は、平成25年４月１日から実施する。 

う。）しなければならない。 

３ 前項の場合において、決済期限から３月を経過した日まで

に、第 18 条に規定する入金通知がないときは、危険発生通知

を損失発生通知とみなし、代金等の一部についての入金が通

知されているときは、当該入金通知と危険発生通知をもって

損失発生通知とみなす。 

４ 被保険者が損失発生通知又は危険発生通知をする場合、分

割納付に係る保険料が未納であるときは、保険契約者は、日

本貿易保険が定める期日までに当該保険料を納付しなければ

ならない。 

５ 被保険者が、損失通知発生又は危険発生通知をすることを

怠った場合、当該損失発生通知又は危険発生通知に係る輸出

契約等の相手方と締結した輸出契約等について成立した保険

関係は、第１項又は第２項に定める期間の末日の翌日にさか

のぼって失効するものとする。 

 

 

 

第１７条～第２５条（略） 

 

（他の保険契約等との関係） 

第２６条 この約款に基づき保険関係が成立した輸出契約につ

いて、輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、

日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づ

く保険関係の第８条のてん補責任額は、第６条の損失額から当

該輸出手形保険契約の保険金の額を控除した残額に保険金額の

保険価額に対する割合を乗じて得た額を限度とする。 

 

第２７条～第３８条（略） 
 

 


